
・月平均時間外在校等時間を３０時間程度にする
・月平均時間外在校等時間が４５時間以下の教育職員の
割合を１００％にする

・年次有給休暇の平均取得日数を１５日以上にする
・退勤時間から翌日の出勤時間までに１１時間以上の
インターバルを確保する割合を１００％にする

・教育職員が、「児童生徒や保護者との信頼関係の構築」
や「専門性の発揮」などにより、生き生きと教育活動に
取り組み、働きがいを実感できることを目指す

月45時間超

教員の割合

月80時間超

教員の割合
年平均

小学校 25.3％ 2.4％ 31.6ｈ

中学校 47.4％ 13.5％ 45.5ｈ

県立学校
（県立高校）

19.4％
（26.9％）

4.5％
（6.9％）

25.9ｈ
（32.6ｈ）

１ タイムマネジメントの徹底

２ 業務改善の更なる推進

（１）上限指針の遵守と長時間勤務の是正

※時間外在校等時間の上限は月45時間以内かつ年360時間以内

①上限指針の遵守【委･学･教】

②服務監督教育委員会･校長等による勤務管理【委･学】

（２）働きやすさの追求

③年次有給休暇等の取得促進【委】

④柔軟な勤務制度の在り方の研究・導入【委】

⑤休暇を取り（帰り）やすい環境づくり【委･学】

⑥休憩時間の確保と校時表の見直し【学】

⑦時間外の留守番電話機能の設定等【委･学】

３ 外部人材の積極的活用

４ 部活動の適正化

（５）支援スタッフの適正配置

⑰教育職員が本来業務に専念するための支援スタッフ

の更なる充実【委･学】

（６）多様化･複雑化する課題に対応する教育相談体制の強化

⑱不登校や特別な支援を必要とする児童生徒に対する

指導体制の強化・充実【委】

（７）「チーム学校」の実現

⑲学校運営協議会や地域人材等との連携

（コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等を

通じた学校教育の質の向上）【学】

⑳医師・公認心理師等によるカウンセリングの強化及び

衛生委員会等による管理職に対する指導・助言【委】

（３）業務の適正化

⑧「学校と教師の業務の３分類」に基づく、業務の

削減、役割分担や適正化【委･学】

⑨校務効率化・省力化の推進【委･学】

⑩授業時数や学校行事の在り方の見直し【学】

⑪クラウドツールの活用促進【委･学】

⑫学校における事務負担の軽減【委･学】

⑬カリキュラム・マネジメントの一層の推進【学】

（４）風通しの良い職場環境づくり

⑭徳島型メンター制度の活用【委･学】

⑮教育職員間のコミュニケーションと信頼関係構築

によるメンタルヘルスケアの充実と心理的安全性の

確保【委･学】

⑯教育職員の「とくしま教員育成指標」に基づくスキル

アップと管理職による適切なフィードバック【学】

（８）「部活動方針」の策定・遵守

㉑「学校の部活動に係る活動方針」の策定【学】

（９）休日部活動の地域展開

㉒ 国のガイドラインや県の手引き等に基づく、着実な

地域展開【委】

徳島県公立学校の教育職員に関する
業務量管理・健康確保措置実施計画

～新とくしまの学校における働き方改革プラン～

徳島県教育委員会と全24市町村教育委員会による共同策定

今後のフォローアップ体制

・時間外在校等時間の状況を教育委員会
会議及び総合教育会議において報告

・ホームページへの掲載等により公表
・各学校への個別の「伴走支援」
・管理職向けのマネジメント研修の充実
・ ｢教育長メッセージ｣等の発出による
保護者や地域住民への啓発 など

実 施 す る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 （ 働 き 方 改 革 推 進 パ ッ ケ ー ジ ） の 内 容

本県の現状（令和６年度 教員の時間外在校等時間について） 目 標

期間：令和８年度から令和１１年度までの４年間

【委】服務監督教育委員会が取り組むこと 【学】学校が取り組むこと 【教】教育職員が取り組むこと
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